
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の仕組み
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教育委員会が、学校や地域の実情に応じて設置。
●校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。
●学校運営について、教育委員会または校長に意見を
　述べることができる。
●教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項
　について、教育委員会に意見を述べることができる。
※地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第47条の5
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※複数校について一つの
協議会が設置可能

（小中一貫型小・中学校など）


